
ふくいソフトウェアコンペティション 2025 

募集要項 

募集内容  

実行可能なオリジナル性を含んだアプリケーションであること。

動作する端末（媒体）は自由。  

※ オリジナル性：既存のシステム・機器を応募作品に利用・活用

は可能だが、必ず自作したアプリ部分を組み込み、既存のシス

テム部分と自作部分の違いを明確に説明すること  

※ 未完成品の応募はできない  

※ 特定の団体あるいは個人と何らかの契約等を結び、製作したも

のは対象とはしない  

応募資格  

① 福井県内の大学院、大学、短大、工業高等専門学校、各種専門学

校、高等・中学校に在学する学生・生徒 

② 福井県出身者で県外の大学院、大学、短大、工業高等専門学校、

各種専門学校、高等・中学校に在学する学生・生徒  

③ ①または②の者で構成されるグループ  

※ １グループあたりの人数は最大４名まで 

※ 原則として応募は１人１点まで 

賞 

○ふくいソフトウェア大賞（福井県知事賞）  

１点 ［表彰状、奨励金：10 万円※］ 

○優秀賞  

２点 ［表彰状、奨励金：5 万円※］ 

○福井県 IT 産業団体連合会 会長賞 

１点 ［表彰状、奨励金：3 万円］ 

○協賛企業賞  数点 ［表彰状、奨励金 1 万円］ 

○奨励賞等 数点 ［表彰状］ 

※ ふくいソフトウェア大賞、優秀賞の奨励金は、公益財団法人ふく

い産業支援センター（主催者）より授与する 

※  賞は本審査の審査結果により決定する 

※  受賞者が高校生以下を含む場合には、賞金に代えて賞金相当額の

図書カード等を贈呈する 

募集締切  令和７年１０月１７日（金）午後５時必着  

審査会 

＜日程＞  

予備審査：令和７年１１月９日（日）  

本審査  ：令和７年１２月７日（日）  

＜審査会における説明＞  

 審査員の前で予備審査では 5 分程度、本審査では 10 分程度のプレ

ゼンテーションを行うこと。原則として、審査では応募者が作品説

明を行うこと。（なお、事前に学校行事等で本人欠席がやむを得ない

と認める場合を除く）  

※審査会における発表順、審査時間については、募集締切後に事務

局より通知する。また、予備審査の様子は以後の審査で利用するた

め動画撮影を行う。  

＜審査内容＞  



提出資料、プレゼンを元に以下の項目について審査を行う。  

1. 企画力（発想や構想の良さ）  

・課題やテーマが明確か ・発想が新しく魅力的か ・目的やターゲットが適切か 

2. 技術力（開発や実装の力）  

・プログラム設計が適切で工夫されているか ・使用技術が高度かつ適切か 

・課題に対して妥当な技術を選んでいるか  

3. 独創性・先進性（新しさ・チャレンジ性）  

・他にないユニークな視点やアイデアがあるか ・先端技術や手法を活用しているか 

4. 実用性（社会や生活での活用度）  

・ユーザーにとって便利で有用か ・現実の利用場面が想定されているか  

・将来的に商品化やサービス化の可能性があるか  

5. 完成度・伝達性（仕上がりと見せ方）  

・作品が完成に近い仕上がりか（UI 含む） ・プレゼンで動作が確認できたか  

・魅力や使い方が分かりやすく伝わったか  

提出内容  

実行可能なプログラム・サンプルデータおよびプログラムリスト、

出品申込書１部、操作・機能説明書１部  

（県外からの応募者は福井県出身であることがわかる書類１部） 

提出先／提出方法  

＜提出先＞  

〒910-0296  

坂井市丸岡町熊堂 3-7-1-16 福井県産業情報センター  3 階 

（公財）ふくい産業支援センター  ベンチャー・DX 推進部  

ソフトウェアコンペテション係  

 TEL:0776-67-7416 FAX:0776-67-7439 

         Mail:fsc@fisc.jp 

＜提出方法＞  

郵送、電子メールまたは持参  

※  電子メールで提出する場合は、プログラム、サンプルデータ及び

出品申込書等の提出物一式をギガファイル便等のファイル転送

サービスを利用して提出すること。  

※  募集締切日の午後５時までに必着のこと（持参する場合は、月曜

日から金曜日（祝祭日は除く）午前９時から午後５時まで受付） 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

○応募作品の権利について  

・入賞作品を含む、全参加作品に対して著作権、実施権料、ソフ

トウェアに関する全ての権利について、主催者には帰属させな

いものとする。  

・入賞作品については、権利の拘束はしないが、その作品を製品

化、商品化するにあたっては、当支援センターに報告すること。 

○その他  

 ・作品の応募等の必要経費は、すべて応募者本人の負担とする。  

・天災、その他不慮の事故による作品の汚損、紛失については責

任を負わない。 

・審査会の開催にあたっては、安全上および衛生管理上適切な措

置の対応を行っています。  
 

tel:0776-67-7416

